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令和２年４月２７日発送 

（書面会議） 



いちご一会とちぎ国体・大会鹿沼市実行委員会 

第１回常任委員会 次第 

令和２年４月２７日資料発送 

１． 報告事項 

（１） 会長専決処分について  資料１ P3 

① 緊急事態宣言（新型コロナウイルス感染拡大）に伴う会議方針について 

（２） 事務局体制について   資料２ P4 

 

２． 審議事項 

第１号議案 開催推進総合計画（案）について          資料３ P5 

第２号議案 専門委員会の設置及び付託・委任事項（案）について 資料４ P9 

  第３号議案 専門委員会規程の制定（案）について        資料５ P10 

 

３． その他 

（１） 今後のスケジュールについて  資料１ 

※報告事項（１）会長専決処分 ①緊急事態宣言（新型コロナウイルス感染

拡大）に伴う会議方針を参照 



緊急事態宣言（新型コロナウイルス感染拡大）に伴う会議方針についての専決処分 

 

緊急事態宣言（新型コロナウイルス感染拡大）を踏まえて、下記の会議を書面にて実施とするこ

とを専決する。 

 

No 会議名称 審議事項等 期日等 

１ 第１回常任委員会 
開催推進総合計画 

専門委員会設置 等 
４月下旬～５月上旬 

２ 第１回総務企画専門委員会 
広報基本計画 

市民運動基本計画  等 
５月中 

３ 第１回競技式典専門委員会 
競技運営基本計画 

リハ大会基本計画 等 
５月中 

４ 第１回宿泊衛生専門委員会 
宿泊基本計画 

医事・衛生基本計画 等 
５月中 

５ 第１回輸送交通専門委員会 
輸送交通基本計画、 

警備・消防防災基本計画 等 
５月中 

６ 第２回常任委員会 
収支予算案 

専門委員会審議事項の協議 
６月中 

７ 第２回総会 
令和元年度事業報告 

令和２年度予算案 等 
６月中 

 

 

令和２年４月２３日 

第７７回国民体育大会いちご一会とちぎ国体 

第２２回全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会 

鹿沼市実行委員会  会 長  佐 藤  信 

※WEB 公開用のため公印省略 

資料１ 報告事項１ 



 

令和２年度 いちご一会とちぎ国体・大会鹿沼市実行委員会事務局体制について 

 

 

令和２年４月１日付の人事異動に伴い、以下の通り事務局に変更があったため報告する。 

 

 

 

 

旧（令和元年度） 

 

 

新（令和２年度） 

 

事務局長 鹿沼市教育委員会事務局 教育次長 上林 浩二 

事務局次長 鹿沼市教育委員会事務局 国体推進室 室  長 塩澤 昌宏 

事務局職員 鹿沼市教育委員会事務局 国体推進室 
主任主事 澁江 隆宏 

主  事 柴田 知拓 

事務局長 鹿沼市教育委員会事務局 教育次長 髙橋 年和 

事務局次長 鹿沼市教育委員会事務局 国体推進室 室  長 大貫 照実 

事務局職員 鹿沼市教育委員会事務局 国体推進室 

主任主事 澁江 隆宏 

主  事 柴田 知拓 

主  事 齋藤 香名芽 

資料２ 報告事項２ 



 

第１号議案 開催推進総合計画（案）について 

 

第１回総会にて議決された開催基本計画に基づき、開催推進総合計画(案)および、年

次計画（案）を制定する。 

資料３ 審議事項１ 



第７７回国民体育大会いちご一会とちぎ国体 

第２２回全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会 

鹿沼市開催推進総合計画（案） 

１． 趣旨 

第７７回国民体育大会いちご一会とちぎ国体・第２２回全国障害者スポーツ大会いち

ご一会とちぎ大会（以下、「両大会」という。）の成功に向け、鹿沼市民の英知と総力を

結集し、おもてなしの心あふれ、記憶に残る両大会となるよう、第７７回国民体育大会

いちご一会とちぎ国体・第２２回全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会鹿沼市

開催基本方針に基づいて開催推進総合計画を定めるものとする。 

２． 推進項目 

（１） 総務企画 

県、競技団体、関係機関及び関係団体（以下、「県等」という。）との緊密な連

帯を図り、両大会を一過性のものとせず、将来のまちづくりに繋がるものとする

ため、総合的な計画を立案し施策を推進する。 

（２） 財務 

県等と相互協力のもと、創意工夫により、既存の設備等を有効に活かしなが

ら、実りある両大会を目指し、適切で効率的な運営を図る。 

（３） 広報 

両大会に対する市民の関心や参加意欲を高めるため、効果的な広報活動を積

極的に行い、いちご市かぬまの魅力を全国に発信する。 

（４） 市民運動 

市民総参加のもと一丸となって大会を盛り上げていくことにより、両大会開

催の意義を広め、市民一人ひとりが活躍する心のこもった両大会にするととも

に、県が推進する県民運動と連携し、両大会後の市民運動による活気あふれるま

ちづくりに繋げる。 

（５） 歓迎・接伴 

選手や監督をはじめ、いちご市かぬまを訪れる方々を温かくお迎えするとと

もに、いちご市かぬまの魅力を紹介し、「また来たい」と思っていただけるよう

な心のこもったおもてなしを提供する。 

（６） 競技 

県等との連帯を強化しながら、協議会を円滑で効率的に運営し、競技会の実施

に必要な用具等の調達については、可能な限り現有のものを活用または借用し、

最小限の整備とする。 

（７） 式典 

簡素な装飾や演出を基本としつつ、創意工夫をこらした温かく、いちご市かぬ



まのオリジナリティあふれる運営に努める。 

（８） 施設 

両大会の開催基準要項に規定されている施設基準を考慮し、既存施設の有効活

用に努めながら、必要な施設整備を図る。 

（９） 宿泊 

宿泊施設や関係機関等との連携により、おもてなしの心と十分にくつろいでい

ただける環境を整えるとともに、より多くの方々の受け入れができる効率的な

配宿体制の確立を図る。 

（１０）医事・衛生 

両大会に関わる全ての方々の安全を確保するとともに、両大会を快適な環境の

もとで開催するため、医療機関や関係機関等との連携を強化する。 

さらに、食品衛生及び環境衛生に配慮し、防疫対策及び医療救護体制の確立を

図る。 

（１１）輸送・交通 

交通事業を勘案し、交通事業者や関係機関等との連携により、安全かつ効率的

で確実な輸送手段の確保に努める。併せて、交通渋滞の緩和と環境への負担の

軽減のためにも公共交通機関の利用を促進し、交通安全の徹底を考慮した輸

送・交通体制の確立を図る。 

（１２）警備・消防 

競技会場や大会関係施設における治安の確保や災害の防止、非常時における緊

急対策に万全を期するため、危機管理を徹底して行い、警察・消防その他関係

機関と連携しながら、警備・消防防災体制の確立を図る。 

 

３． 開催推進総合計画（年次計画） 

  第７７回国民体育大会いちご一会とちぎ国体・第２２回全国障害者スポーツ大 

会いちご一会とちぎ大会鹿沼市開催推進総合計画（年次計画）は、別表のとおり 

とする。 

 



第７７回国民体育大会いちご一会とちぎ国体・第２２回全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会　鹿沼市開催推進総合計画（案）（年次計画）
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主要行事

令和元年度（２０１９年） 令和２年度（２０２０年） 令和３年度（２０２１年）

３年前 ２年前 １年前 開催年

令和４年度（２０２２年）

実行委員会設立発起人会

実行委員会総会

常任委員会

総務企画専門委員会

競技式典専門委員会

宿泊衛生専門委員会

輸送交通専門委員会

庁内推進本部 大会実施本部

開催基本方針等

開催推進総合計画（年次計画）

年次計画進行管理

運営ガイドライン

識別用品整備要項

支給物品等配布要項

保険加入要項

遺失物・拾得物取扱要項

大会実施本部マニュアル

リハ大会識別用品配布

リハ大会支給物品等配布

リハ大会保険加入

リハ大会遺失物・拾得物取扱

本大会識別用品配布

本大会支給物品等配布

本大会保険加入

本大会遺失物・拾得物取

最終総会・解散

リハーサル大会

中央競技団体第2次視察

会期決定

本大会開催経費調査検討

リハ大会開催経費予算編成リハ大会開催経費調査検討

協賛取扱要項・協賛募集

リハ大会決算書作成

本大会開催経費予算編成

広報基本計画

ホームページ開設・更新

大会報告書編成方針

炬火採火式実施計画 炬火採火式

大会決算書作成

大会報告書作成

市民運動基本計画 市民運動推進

ボランティア募集要項・募集

歓迎・接伴要項 観光ガイドブック等作製・配布

ボランティア業務計画・マニュアル

歓迎・接伴基本計画

競技運営基本計画

競技別日程・組合せ表

競技用具整備計画

競技役員等編成計画

競技用具整備・調達

競技役員等編成

競技会係員・補助員編成、養成

デモスポ実施要項

リハ大会基本計画 リハ大会実施要項

リハ大会競技会係員・補助員委嘱

リハ大会プログラム製作・配布

リハ大会係員等マニュアル

情報通信整備計画 リハ大会情報通信設備設置

競技別実施要項 競技別プログラム作製・配布

参加申込受付・組合せ抽選会

競技役員等委嘱

本大会競技会係員・補助員委嘱

デモスポ実施

本大会係員等マニュアル

本大会情報通信設備設置

式典基本計画

施設整備基本計画 競技施設整備推進

競技会場仮設施設設置計画

競技施設整備・点検

リハ大会仮設施設設置 本大会仮設施設設置

リハ大会競技別式典実施 本大会競技別式典実施

宿泊基本計画 宿泊業務実施要項

弁当調達要項

配宿計画

リハ大会配宿

リハ大会弁当調達

宿泊本部設置

本大会弁当調達

医事・衛生基本計画 医療救護要項

防疫対策要項

食品衛生対策要項

環境衛生対策要項

競技別救護所設置計画

感染症予防啓発

食品衛生講習会開催

ごみ・し尿処理計画

リハ大会救護所設置

救護本部・救護所設置

輸送交通基本計画 輸送・交通業務実施要項 会場地輸送計画

駐車場管理運営計画

リハ大会輸送

輸送・交通本部設置

警備・消防防災基本計画 警備・消防防災業務実施要項 警備・消防防災計画

リハ大会警備・消防

警備・消防本部設置

共催市（バレーボール：宇都宮市・佐野市）、県競技団体等との連携

茨城国体・大会視察 鹿児島国体・大会視察 三重国体・大会視察

三重国体・大会リハ大会視察

後催県向け実施事業説明会参加

第

回

国

民

体

育

大

会

い

ち

ご

一

会

と

ち

ぎ

国

体

・

第

回

全

国

障

害

者

ス

ポ

ー

ツ

大

会

い

ち

ご

一

会

と

ち

ぎ

大

会

77

22

第第７７回国民体育大会いちご一会とちぎ国体・第２２回全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会

広報啓発活動

報道対応マニュアル

歓迎装飾要項

案内所・休憩所設置要項

売店設置要項

リハ大会歓迎装飾

リハ大会案内所・休憩所設置

リハ大会売店設置

本大会歓迎装飾

本大会案内所・休憩所設置

本大会売店設置



第２号議案 専門委員会の設置及び付託・委任事項について（案） 

会則第１２条７項２号に基づき、いちご一会とちぎ国体・大会鹿沼市実行委員会内に

専門委員会を設置する。付託・委任事項は以下のとおりとする。 

別表（第２条関係） 

名称 付託事項 委任事項 

総務企画 

専門委員会 

１ 総務企画に関すること。 

２ 広報及び市民運動に関す 

ること。 

３ 歓迎及び接伴に関するこ 

と。 

４ 他の専門委員会に属さな 

い事項に関すること。 

１ 総務企画の推進に関すること。 

２ 広報及び市民運動の実施に関 

すること。 

３ 歓迎及び接伴の実施に関する 

こと。 

４ 他の専門委員会に属さない事 

項の実施に関すること。 

競技式典 

専門委員会 

１ 競技に関すること。 

２ 式典に関すること。 

３ 施設に関すること。 

４ その他競技式典に関する 

こと。 

１ 競技の実施に関すること。 

２ 式典の実施に関すること。 

３ 施設の整備に関すること。 

４ その他競技式典の実施に関す 

ること。 

宿泊衛生 

専門委員会 

１ 宿泊に関すること。 

２ 医事・衛生に関すること。 

３ その他宿泊衛生に関する 

こと。 

１ 宿泊の実施に関すること。 

２ 医事・衛生の実施に関するこ 

と。 

３ その他宿泊衛生の実施に関す 

ること。 

輸送交通 

専門委員会 

１ 輸送・交通に関すること。 

２ 警備・消防に関すること。 

３ その他輸送交通に関する 

こと。 

１ 輸送・交通の実施に関するこ 

と。 

２ 警備・消防の実施に関するこ 

と。 

３ その他輸送交通の実施に関す 

ること。 

 

なお、専門委員会委員の選出は会則第１３条に基づき行い、第２回の常任委員会にて

報告することとする。 

資料４ 審議事項２ 



第３号議案 専門委員会規程の制定について（案） 

会則第１３条４項に基づき、いちご一会とちぎ国体・大会鹿沼市実行委員会専門委員

会規程(案)を制定する。 

 

資料５ 審議事項３ 



第７７回国民体育大会いちご一会とちぎ国体 

第２２回全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会 

鹿沼市実行委員会専門委員会規程（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この規定は第７７回国民体育大会いちご一会とちぎ国体・第２２回全国障害者ス

ポーツ大会いちご一会とちぎ大会鹿沼市実行委員会（以下「実行委員会」という。）会則

（令和元年９月２６日決定）第４項に基づき、実行委員会専門委員会（以下「専門委員会」

という。）の組織等について、必要な事項を定めるものとする。 

（名称及び付託事項） 

第２条 専門委員会の名称、実行委員会常任委員会（以下「常任委員会」という。）からの 

付託及び委任事項は別表のとおりとする。 

（役員） 

第３条 専門委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

（１）委員長  １名 

（２）副委員長 若干名 

（役員の選任） 

第４条 委員長及び副委員長は、専門委員のうちから実行委員会会長（以下「会長」という。） 

が委嘱する。 

（役員の職務） 

第５条 委員長は専門委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委 

員長が指定した順位により、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 専門委員会の議長は、委員長または副委員長が指名したものがこれに当たる。 

３ 専門委員会の議事は、出席した専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長 

の決するところによる。 

４ 専門委員会は、必要があると認めるときは、専門委員以外の者の出席を求め、その意見 

又は説明を聞くことができる。 

（専門部会） 

第７条 専門委員会は、運営上必要があるときは、専門部会を設置し、専門的事項について 

調査研究等を行わせ、その結果を報告させることが出来る。 

２ 専門部会の委員は、会長が委嘱した委員（以下、「部会委員」という。）をもって構成 

する。 

３ 第３条から第５条まで並びに第６条第１項、第２項及び第４項の規定は、専門部会につ 



いて準用する。この場合において、これらの条文中「専門委員会」とあるのは「専門部会」

と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「専門委員」とあるのは「部会委員」と読み替え

るものとする。 

４ 部会委員の任期は、専門委員の任期の例による。 

(補則) 

第８条 この規程に定めるもののほか、専門委員会及び専門部会の運営に必要な事項は、そ 

れぞれ委員長及び部会長が別に定める。 

附  則 

この規程は、令和２年 月 日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

名称 付託事項 委任事項 

総務企画 

専門委員会 

１ 総務企画に関すること。 

２ 広報及び市民運動に関す 

ること。 

３ 歓迎及び接伴に関するこ 

と。 

４ 他の専門委員会に属さな 

い事項に関すること。 

１ 総務企画の推進に関すること。 

２ 広報及び市民運動の実施に関 

すること。 

３ 歓迎及び接伴の実施に関する 

こと。 

４ 他の専門委員会に属さない事 

項の実施に関すること。 

競技式典 

専門委員会 

１ 競技に関すること。 

２ 式典に関すること。 

３ 施設に関すること。 

４ その他競技式典に関する 

こと。 

１ 競技の実施に関すること。 

２ 式典の実施に関すること。 

３ 施設の整備に関すること。 

４ その他競技式典の実施に関す 

ること。 

宿泊衛生 

専門委員会 

１ 宿泊に関すること。 

２ 医事・衛生に関すること。 

３ その他宿泊衛生に関する 

こと。 

１ 宿泊の実施に関すること。 

２ 医事・衛生の実施に関するこ 

と。 

３ その他宿泊衛生の実施に関す 

ること。 

輸送交通 

専門委員会 

１ 輸送・交通に関すること。 

２ 警備・消防に関すること。 

３ その他輸送交通に関する 

こと。 

１ 輸送・交通の実施に関するこ 

と。 

２ 警備・消防の実施に関するこ 

と。 

３ その他輸送交通の実施に関す 

ること。 

 



【委員長】　1名

No 選出区分 機関・団体名 役職 氏名

1 鹿沼市 鹿沼市 市 長 佐 藤 信

【副委員長】　1名

No 選出区分 機関・団体名 役職 氏名

1 鹿沼市 鹿沼市 副 市 長 福 田 義 一

【常任委員】57名

No 選出区分 機関・団体名 役職 氏名

1 市議会関係 鹿沼市議会（実行委員会副会長） 議 長 増 渕 靖 弘

2 鹿沼市 鹿沼市教育委員会（実行委員会副会長） 教 育 長 高 橋 臣 一

3 スポーツ関係 鹿沼市体育協会（実行委員会副会長） 会 長 江 田 光 好

4 社会団体 社会福祉法人　鹿沼市社会福祉協議会（実行委員会副会長） 会 長 池 澤 光 男

5 市議会関係 鹿沼市議会 副 議 長 鈴 木 敏 雄

6 鹿沼市体育協会 副 会 長 斎 藤 忠

7 鹿沼市体育協会 副 会 長 枝 村 重 利

8 鹿沼市体育協会 副 会 長 櫻 井 敦

9 鹿沼市体育協会 理 事 長 大 塚 益 美

10 鹿沼市スポーツ推進審議会 副 会 長 阿 部 尚

11 鹿沼市スポーツ推進委員会 会 長 山 崎 操

12 鹿沼市レクリエーション協会 会 長 佐 藤 悦 夫

13 かぬま地域スポーツクラブ連絡協議会 会 長 江 田 光 好

14 公益財団法人　かぬま文化・スポーツ振興財団 常 務 理 事 渡 邉 克 明

15 栃木県バレーボール協会 会 長 大豆生田 將

16 栃木県卓球連盟 会 長 関 則 男

17 栃木県障害者卓球連盟 会 長 小 堀 謙 介

18 栃木県武術太極拳連盟 会 長 斉 藤 孝 明

19 鹿沼市小中学校長会 会 長 名 塚 久 貴

20 栃木県立鹿沼高等学校 校 長 高 瀬 元 久

21 栃木県立鹿沼東高等学校 校 長 吉 澤 正 光

22 栃木県立鹿沼南高等学校 校 長 髙 野 寿 映

23 栃木県立鹿沼商工高等学校 校 長 山野井 義和

24 栃木県立富屋特別支援学校 校 長 中 田 誠

25 行政関係 栃木県警察鹿沼警察署 署 長 林 光 孝

第７７回国民体育大会いちご一会とちぎ国体

第２２回全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会

鹿沼市実行委員会常任委員会名簿

（順不同・敬称略）

令和元年９月２６日承認

県競技団体関係

学校関係

スポーツ関係



26 医療関係 一般社団法人　上都賀郡市南部地区医師会 代 表 大久保 昌章

27 鹿沼商工会議所 会 頭 木 村 剛 考

28 粟野商工会 会 長 井 戸 道 廣

29 上都賀農業協同組合 代表理事組合長 大 橋 正 春

30 東日本旅客鉄道株式会社　鹿沼駅 副 駅 長 髙 橋 幸 造

31 東武鉄道株式会社　新鹿沼駅 駅 長 藤 田 治

32 一般社団法人　栃木県バス協会 会 長 手 塚 基 文

33 鹿沼市消防団 団 長 伊 藤 金 治

34 鹿沼市婦人防火クラブ連合会 会 長 山 崎 晴 美

35 鹿沼市旅館組合 組 合 長 和久井 保男

36 鹿沼市観光物産協会 会 長 福 田 義 一

37 鹿沼市自治会連合会 会 長 奈 良 部 実

38 地域自立支援協議会 会 長 黒 川 亨

39 県西自閉症児者親の会 会 長 高 橋 幸 香

40 鹿沼市肢体不自由児者父母の会 会 長 松 﨑 清 子

41 鹿沼身体障害者親交福祉会 会 長 葉 山 廣

42 鹿沼市手をつなぐ育成会 会 長 岩 瀬 昭 子

43 鹿沼市つくし会 会 長 吉村 アヤ子

44 鹿沼市聴覚障害者協会 副 会 長 滝 沢 時 江

45 社会福祉法人　鹿沼市社会福祉協議会 事 務 局 長 田 野 井 武

46 鹿沼市総務部 部 長 糸 井 朗

47 鹿沼市財務部 部 長 南 雲 義 晴

48 鹿沼市市民部 部 長 袖 山 稔 久

49 鹿沼市保健福祉部 部 長 小 林 和 弘

50 鹿沼市こども未来部 部 長 上 林 浩 二

51 鹿沼市経済部 部 長 坂 入 弘 泰

52 鹿沼市環境部 部 長 黒 川 勝 弘

53 鹿沼市都市建設部 部 長 茂 呂 久 雄

54 鹿沼市水道部 部 長 木 村 正 人

55 鹿沼市議会事務局 局 長 石 塚 邦 治

56 鹿沼市教育委員会事務局 教 育 次 長 髙 橋 年 和

57 鹿沼市消防本部 消 防 長 黒 川 純 一

【事務局】※令和２年４月１５日事務局設置決裁により決定

鹿沼市教育委員会事務局 教 育 次 長 髙 橋 年 和

鹿沼市教育委員会事務局　国体推進室 室 長 大 貫 照 実

鹿沼市教育委員会事務局　国体推進室 主 任 主 事 澁 江 隆 宏

鹿沼市教育委員会事務局　国体推進室 主 事 柴 田 知 拓

鹿沼市教育委員会事務局　国体推進室 主 事 齋藤 香名芽

※４月２４日時点で変更届の提出があった団体については、変更後の役職・氏名を記載。

事務局職員

（順不同・敬称略）

輸送・電気・通信関係

事務局次長

事務局長

警備・消防関係

宿泊・観光関係

産業・経済関係

社会団体関係

鹿沼市


